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平成 22 年４月 15 日 

各  位 

会 社 名 株式会社レイ 

代表者名 代表取締役社長 分部 至郎 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード４３１７） 

問合せ先 取締役     中村 準三 

電 話 ０３－５４１０－３８６１ 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 22 年 4月 15 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 22 年 5月 26 日開

催予定の第 29 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

内部管理体制を整備すること及び大阪証券取引所の「ＪＡＳＤＡＱ等における企業行動規範に関す

る規則の特例」第７条（上場内国会社の機関の設置）を遵守するため監査役会を設置するものであり、

これに対応するため所要の変更を行うものであります。 

 

２．定款変更の内容 

   変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分となります。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第５章 監査役 第５章 監査役及び監査役会 

（監査役の設置） （監査役及び監査役会の設置） 

第31条 当会社は監査役を置く。 第31条 当会社は監査役及び監査役会を置く。 

（新設） （監査役の解任） 

 
 
 
 

第34条 監査役の解任決議は、議決権を行使するこ
とができる株主の議決権の過半数を有する
株主が出席し、その議決権の３分の２以上
をもって行う。 

第34条 （条文省略） 第35条 （現行どおり） 

（新設） （常勤監査役） 

 
 

第36条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役
を選定する。 

（新設） （監査役会の招集通知） 

 
 
 
 

第37条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、
会日の３日前までに発する。但し、緊急の
場合には、この期間を短縮することができ
る。 

 
 
 

  ２．監査役全員の同意があるときは、招集の手
続を経ないで監査役会を開くことができ
る。 

 （監査役会の決議の方法） 

（新設） 
 
 

第38条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがあ
る場合を除き、監査役の過半数をもって行
う。 
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現 行 定 款 変 更 案 

（新設） （監査役会の議事録） 

 

第39条 監査役会における議事の経過の要領及びそ
の結果並びにその他法令で定める事項は議
事録に記載または記録し、出席した監査役
がこれに記名押印または電子署名する。 

（新設） （監査役会規程） 

 
第40条 監査役会に関する事項は、法令または本定

款のほか、監査役会において定める監査役
会規程による。 

第35条～第44条 （条文省略） 第41条～第50条 （現行どおり） 

 

３．日程 

取 締 役 会 決 議 平成 22 年 4月 15 日 

株主総会開催日 平成 22 年 5月 26 日 

 

以  上 


